
福

島

県

規

則

第

百

十

三

号

福

島

県

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

趣

旨

）

第

一

条

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

(

平

成

十

八

年

法

律

第

七

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

)

の

施

行

に

つ

い

て

は

、

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

文

部

科

学

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

号

。

以

下

「

省

令

」

と

い

う

。

）

及

び

福

島

県

認

定

こ

ど

も

園

の

認

定

の

基

準

を

定

め

る

省条

例

(

平

成

十

八

年

福

島

県

条

例

第

百

六

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

)

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

（

認

定

こ

ど

も

園

認

定

申

請

書

）

第

二

条

法

第

四

条

第

一

項

の

申

請

書

は

、

認

定

こ

ど

も

園

認

定

申

請

書

（

様

式

第

一

号

）

と

す

る

。

（

認

定

こ

ど

も

園

認

定

有

効

期

間

更

新

申

請

書

）

第

三

条

法

第

五

条

第

二

項

の

申

請

書

は

、

認

定

こ

ど

も

園

認

定

有

効

期

間

更

新

申

請

書

（

様

式

第

二

号

）

と

す

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

四

条

法

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

変

更

の

届

出

は

、

認

定

こ

ど

も

園

変

更

届

出

書

（

様

式

第

三

号

）

に

よ

り

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

軽

微

な

変

更

）

第

五

条

省

令

第

六

条

第

一

号

の

知

事

が

定

め

る

数

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

施

設

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

数

に

百

分

の

十

を

乗

じ

て

得

た

数

（

そ

の

数

に

小

数

点

以

下

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

上

げ

て

得

た

数

）

と

す

る

。

一

法

第

三

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

要

件

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

を

受

け

た

幼

稚

園

当

該

幼

稚

園

の

収

容

定

員

二

法

第

三

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

す

る

要

件

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

を

受

け

た

保

育

所

等

の

う

ち

保

育

所

以

外

の

施

設

当

該

施

設

の

入

所

定

員

三

法

第

三

条

第

二

項

第

一

号

ロ

に

規

定

す

る

要

件

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

を

受

け

た

幼

保

連

携

施

設

当

該

幼

保

連

携

施

設

を

構

成

す

る

幼

稚

園

の

収

容

定

員

（

認

定

こ

ど

も

園

の

運

営

状

況

の

報

告

）

第

六

条

法

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

は

、

認

定

こ

ど

も

園

運

営

状

況

報

告

書

（

様

式

第

四

号

）

に

よ

り

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

省

令

第

七

条

の

知

事

の

定

め

る

日

は

、

五

月

三

十

一

日

と

す

る

。

３

省

令

第

七

条

第

二

号

の

知

事

が

定

め

る

事

項

は

、

条

例

別

表

に

掲

げ

る

認

定

の

基

準

に

係

る

事

項

と

す

る

。

附

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



様式第１号（第２条関係）

認定こども園認定申請書

年 月 日

福島県知事

住所

申請者

氏名 印

法人にあっては、その主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名

認定こども園の認定を受けたいので、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第４条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添え

て申請します。

１ 認定こども園の名称

２ 施設の名称

３ 施設の所在地

４ 施設の種別

幼稚園 ・ 保育所 ・ 認可外保育施設

５ 認定こども園の長となるべき者の氏名

６ 認定こども園としての運営開始予定年月日 年 月 日

７ 保育を行う子どもの数

区分 ３歳未満 ３歳以上 計

児童福祉法第３９条第

１項に規定する乳児又 人 人 人

は幼児

児童福祉法第３９条第

１項に規定する乳児又 人 人 人

は幼児以外の子ども

計 人 人 人



８ 定員の弾力化の有無

９ 教育及び保育の目標及び主な内容

10 実施する子育て支援事業

備考

１ ４の「施設の種別」は、該当する施設に○を付けること。

２ 次に掲げる書類を添付すること。

(1) 申請者の住民票の写し（申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及

び登記事項証明書）

(2) 福島県認定こども園の認定の基準を定める条例別表に掲げる認定の基準に適

合していることを証する書類

(3) その他別に定める書類



様式第２号（第３条関係）

認定こども園認定有効期間更新申請書

年 月 日

福島県知事

住所

申請者

氏名 印

法人にあっては、その主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名

認定こども園の認定の有効期間の更新を受けたいので、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第５条第２項の規定により、次のとお

り申請します。

１ 認定こども園の名称

２ 施設の名称

３ 施設の所在地

備考 別に定める書類を添付すること。



様式第３号（第４条関係）

認定こども園変更届出書

年 月 日

福島県知事

住所

申請者

氏名 印

法人にあっては、その主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第７条第

１項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 認定こども園の名称

２ 施設の名称

３ 施設の所在地

４ 変更に係る事項

変更前 変更後

５ 変更予定年月日 年 月 日

備考 変更の内容を証する書類を添付すること。



様式第４号（第６条関係）

認定こども園運営状況報告書

年 月 日

福島県知事

住所

申請者

氏名 印

法人にあっては、その主たる事務所

の所在地、名称及び代表者の氏名

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第８条第

１項の規定により、次のとおり運営の状況を報告します。

１ 認定こども園の名称

２ 施設の名称

３ 施設の所在地

４ 報告日の前日において保育している子どもの数

区分 ３歳未満 ３歳以上 計

児童福祉法第３９条第

１項に規定する乳児又 人 人 人

は幼児

児童福祉法第３９条第

１項に規定する乳児又 人 人 人

は幼児以外の子ども

計 人 人 人

５ 教育及び保育の目標及び主な内容

６ 子どもの一日の活動の内容

７ 利用料

８ 福島県認定こども園の認定の基準を定める条例別表に掲げる認定の基準に係る事項

備考 その他別に定める書類を添付すること。




